
2006

3   /15

幼児が自転車に乗れるようになっても、道路

で安全に乗ることはまだできません。道路交通

法では、子ども用の三輪車や６歳未満の子ども

の乗る自転車は、歩行者と見なされます。

幼児が自転車に乗るときは、保護者が必ず付

き添って、安全な場所で遊ばせましょう。また、

道路を横断するときは、必ず止まって、子ども

といっしょに左右の安全を確かめましょう。そ

して、将来、自分にもまわりの人にとっても安

全な自転車の運転ができるよう、交通ルールや

マナーを少しずつ教えてあげましょう。

●彦根城などの無料観覧券を発行します
●無料開放日を廃止します
彦根城などを市民の皆さんがより気軽に楽しんでもらえる

よう、市民無料観覧券を発行します。

無料観覧券は、この「広報ひこね」３月15日号といっしょ

に全戸配布しています。

また、これに伴い、毎年４月６日、11月３日に実施してい

た無料開放日を廃止します。

無料観覧券が使える施設 彦根城・玄宮園、彦根城博物館、

夢京橋あかり館２階（本町一丁目）

※障害者（手帳の提示が必要です）とその介護者、市内の

小・中学生、65歳以上の市民は、これまでどおりいつで

も無料で観覧できます。

※営業時間など詳しいことは、各施設にお問い合わせくださ

い。

問い合わせ先 観光課☎30-6120、FAX22-1398（無

料観覧券、彦根城・玄宮園について）、彦根城博物館☎

22-6100、FAX22-6520、夢京橋あかり館☎27-

5501、FAX27-5502
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行
政
改
革
大
綱
の
３
つ
の
柱

新
た
な
行
政
改
革
大
綱
で
は
、
改

革
の
３
つ
の
柱
を
「
健
全
な
財
政
基

盤
の
確
立
」、「
時
代
を
切
り
拓ひ

ら

く
行

政
経
営
の
推
進
」、「
市
民
の
参
画
と

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
行
政
を
経
営
す
る
と

い
う
視
点
に
立
っ
て
経
費
の
か
か
り

に
く
い
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す

る
こ
と
、
市
民
や
地
域
、
民
間
事
業

者
の
皆
さ
ん
な
ど
が
主
体
と
な
る
ま

ち
づ
く
り
を
改
革
の
基
本
と
す
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。

収
支
見
通
し
は
厳
し
い
結
果
に

こ
の
大
綱
を
策
定
す
る
に
あ
た
っ

て
、
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
今
後
の

財
政
収
支
見
通
し
を
試
算
し
た
と
こ

ろ
、
平
成
18
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で

の
４
年
間
で
約
１
６
２
億
円
の
財
源

不
足
が
見
込
ま
れ
る
と
い
う
、
か
つ

て
な
い
非
常
に
厳
し
い
結
果
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
収
支
見
通
し
は
、
現
在
の
財

政
状
況
や
地
方
財
政
制
度
を
前
提

に
、
こ
の
ま
ま
の
行
財
政
運
営
を
続

け
る
と
し
た
場
合
の
試
算
で
す
。
し

か
し
、
市
税
収
入
な
ど
の
自
主
財
源

の
確
保
が
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ

る
一
方
で
、福
祉
・
保
健
の
充
実
や
、

環
境
問
題
へ
の
対
応
な
ど
、
市
民
ニ

ー
ズ
は
今
後
さ
ら
に
増
加
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
扶
助
費
や
公

債
費
な
ど
義
務
的
な
経
費
に
加
え
、

下
水
道
事
業
な
ど
他
の
会
計
へ
の
繰

出
金
の
大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
綱

は
、
彦
根
市
総
合
発
展
計
画
や
個
別

の
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
目
標
や
理
念

を
基
調
と
し
、
こ
れ
ら
と
の
整
合
を

図
り
つ
つ
も
、
財
政
の
健
全
化
を
最

優
先
に
し
て
行
財
政
運
営
を
推
進
す

る
指
針
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま

す
。

改
革
の
基
本
方
針
は

「
２
つ
の
経
営
」

こ
の
改
革
は
、
財
政
収
支
見
通
し

で
試
算
し
た
、
約
１
６
２
億
円
の
収

支
不
足
を
解
消
し
、
健
全
な
財
政
基

盤
を
確
立
す
る
た
め
取
り
組
む
も
の

で
す
。

健
全
な
財
政
基
盤
を
確
立
し
、
効

率
的
な
行
政
経
営
が
可
能
な
組
織
・

体
制
を
つ
く
る
「
組
織
経
営
」
と
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
協
力
・
協
働
し
、

よ
り
よ
い
地
域
社
会
を
築
く
「
地
域

経
営
」
の
　
”ふ
た
つ
の
経
営
“
を

基
本
方
針
と
し
ま
す
。

具
体
策
は

「
経
営
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

「
彦
根
市
経
営
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

は
、
行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
き
、
具

体
的
な
取
り
組
み
を
集
中
的
に
実
施

す
る
た
め
の
計
画
書
で
す
。
確
実
に

成
果
が
出
る
よ
う
、
項
目
ご
と
に
歳

出
削
減
や
増
収
の
目
標
額
を
掲
げ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
主
な
取
り
組
み
を

実
施
す
る
年
度
も
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
に
あ
た

っ
て
は
、
昨
年
の
12
月
に
原
案
を
公

表
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
意
見
を
う

か
が
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
の
主
な

も
の
は
、
左
ペ
ー
ジ
の
表
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

外
部
の
意
見
を

進
行
管
理
に
い
か
し
ま
す

こ
の
取
り
組
み
を
確
実
な
も
の
と

す
る
た
め
、
新
た
に
設
置
す
る

「（
仮
称
）
彦
根
市
経
営
戦
略
会
議
」

を
中
心
に
、
全
庁
体
制
で
取
り
組
み

ま
す
。

さ
ら
に
、
有
識
者
や
公
募
に
よ
る

市
民
で
構
成
す
る
「（
仮
称
）
彦
根

市
行
政
評
価
委
員
会
」
を
設
置
し
、

外
部
評
価
を
行
い
ま
す
。

こ
の
「
大
綱
」
と
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

は
、「
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
と

市
役
所
１
階
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
毎

年
度
の
取
り
組
み
状
況
も
「
広
報
ひ

こ
ね
」
や
「
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

な
ど
を
通
じ
て
市
民
の
皆
さ
ん
に
公

表
し
、
意
見
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

経
営
改
革
推
進
室

☎
30-

６
１
０
５
番

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

彦
根
市
で
は
、
現
在
の
財
政
危
機
を
克
服
し
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
と
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め

﹁
彦
根
市
行
政
改
革
大
綱
︵
第
４
次
︶
﹂
と
、
そ
の
実
施
計
画

﹁
彦
根
市
経
営
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
を
策
定
し
ま
し
た
。

新
し
い
行
政
改
革
大
綱
は
、
平
成
13
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で

き
た
現
在
の
行
政
改
革
大
綱
を
見
直
し
、
平
成
17
年
度
を
初
年

度
と
す
る
、
新
た
な
５
か
年
計
画
と
し
て
策
定
し
た
の
も
で
す
。
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で
、
４
月
・
６
月
・
８
月
に
支
給
さ

れ
る
年
金
か
ら
引
き
去
る
保
険
料

は
、
仮
の
保
険
料
と
し
て
、
原
則
、

２
月
に
引
き
去
り
を
し
た
保
険
料
と

同
じ
額
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
を
仮
徴
収
と
い
い
ま
す
。

昨
年
４
月
に
は
、「
介
護
保
険
料

特
別
徴
収
仮
徴
収
額
通
知
書
」
を
お

送
り
し
、
仮
徴
収
す
る
額
を
改
め
て

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
年
か
ら

は
通
知
書
の
送
付
を
し
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

保
険
料
額
が
確
定
し
た
ら

６
月
ご
ろ
に
平
成
17
年
中
の
所
得

が
確
定
す
る
と
、
そ
れ
を
も
と
に
平

成
18
年
度
の
介
護
保
険
料
額
が
決
ま

り
ま
す
。
仮
徴
収
し
た
額
と
、
本
来

の
保
険
料
額
と
の
差
額
は
、
10
月
・

12
月
・
２
月
に
分
け
て
徴
収
し
ま

す
。平

成
18
年
度
介
護
保
険
料
額
の
決

定
通
知
は
、
６
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。な

お
、
平
成
18
年
度
は
、
介
護
保

険
事
業
計
画
の
見
直
し
の
年
（
３
年

ご
と
）
に
あ
た
る
た
め
、
所
得
段
階

別
に
定
め
ら
れ
た
年
間
の
介
護
保
険

料
額
が
変
わ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

新
し
い
計
画
が
決
ま
っ
た
後
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課

保
険
料
係
☎
30-

６
１
３
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

安
心
し
て
就
学
す
る
た
め
の

就
学
援
助
制
度

小
・
中
学
生
の
い
る
家
庭
で
、
所

得
が
一
定
の
基
準
ま
で
の
保
護
者

に
、
児
童
・
生
徒
の
就
学
に
必
要
な

給
食
費
、
学
用
品
費
な
ど
の
一
部
を

支
給
し
、
安
心
し
て
就
学
し
て
い
た

だ
こ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
保
護
者
　
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
　
①
市
民
税
が

非
課
税
ま
た
は
減
免
を
受
け
て
い

る
人
　
②
児
童
扶
養
手
当
（
主
に

母
子
家
庭
に
支
給
さ
れ
ま
す
）
を

受
給
し
て
い
る
人
　
③
生
活
保
護

が
停
止
ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た
人

④
平
成
17
年
分
の
収
入
が
市
の
定

め
る
基
準
以
下
の
世
帯
の
人
　
⑤

そ
の
他
、

教
育
委
員
会
が
援

助
費
の
受
給
が
必
要
と
認
め
る
人

給
付
内
容

学
用
品
費
、
学
校
給
食

費
、
新
入
学
学
用
品
費
、
通
学
用

品
費
、
修
学
旅
行
費
　
な
ど

手
続
き
方
法

所
定
の
申
請
書
（
各

小
・
中
学
校
と

教
育
委
員
会

事
務
局
（
市
民
会
館
２
階
）
に
あ
り

ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所

が
彦
根
市
以
外
で
あ
っ
た
人
は
、

所
得
を
証
明
す
る
書
類
（
源
泉
徴

収
票
や
課
税
証
明
書
な
ど
）
の
添

付
が
必
要
で
す
。

※
申
請
は
、
年
度
途
中
で
も
受
け
付

け
ま
す
。（
た
だ
し
、
援
助
は
受

付
日
以
降
の
月
額
に
な
り
ま
す
）

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
学

校
教
育
課
☎
24-

７
９
７
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０
番

介
護
保
険
料
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
）者
の

仮
徴
収

特
別
徴
収
と
は
？

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
（
65

歳
以
上
の
人
）
の
う
ち
、
年
間
18
万

円
以
上
の
老
齢
・
退
職
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
の
保
険
料
は
、
２
か
月

ご
と
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
引
き

去
り
し
て
い
ま
す
。（
一
部
、
例
外

も
あ
り
ま
す
）
こ
の
年
金
か
ら
の
引

き
去
り
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
を
特

別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

こ
の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
皆

さ
ん
の
平
成
18
年
度
の
保
険
料
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

半
年
間
、
仮
徴
収
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

介
護
保
険
料
額
は
、
被
保
険
者
本

人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
人
の
前
年
の

所
得
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。
４
月
以

降
の
介
護
保
険
料
（
平
成
18
年
度
の

保
険
料
額
）
は
、
平
成
17
年
中
の
所

得
が
確
定
す
る
６
月
以
降
で
な
い
と

決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

ご
覧
く
だ
さ
い

固
定
資
産
税
の
価
格
等

平
成
18
年
度
の
縦
覧
・
閲
覧

平
成
18
年
度
の
固
定
資
産
税
額
の

も
と
に
な
る
、
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
価
格
（
評
価
額
）
な
ど
は
、

３
月
末
に
決
定
し
ま
す
。
こ
の
新
し

い
価
格
な
ど
を
次
の
と
お
り
開
示
し

ま
す
。

平
成
18
年
度
は
、
３
年
に
１
度
の

「
評
価
替
え
」
の
年
に
あ
た
り
ま
す

の
で
、
土
地
・
家
屋
の
価
格
を
全
面

的
に
見
直
し
て
い
ま
す
。「
評
価
替

え
」
に
つ
い
て
は
、
４
月
１
日
号
で

詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
縦
覧

納
税
者
が
、
自
分
の
資
産
の
評
価

額
が
適
正
か
ど
う
か
、
ほ
か
の
資
産

の
評
価
額
と
比
較
し
て
確
認
す
る
も

の
で
す
。

期
間

４
月
３
日
㈪
〜
５
月
31
日
㈬

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

場
所

税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

縦
覧
で
き
る
人

今
年
の
１
月
１
日

現
在
で
、
市
内
に
課
税
対
象
の
土

地
・
家
屋
を
所
有
す
る
人

ご
覧
い
た
だ
く
も
の

土
地
家
屋
等

縦
覧
帳
簿
、
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
　
※
縦
覧
帳
簿
に
は
、
土
地
・

家
屋
の
所
有
者
や
税
額
は
記
載
し

て
い
ま
せ
ん
。

■
閲
覧

納
税
義
務
者
が
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
自
分
の
資
産
に
つ
い
て
記
載

さ
れ
た
部
分
を
確
認
す
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
借
地
人
・
借
家
人
も
、

使
用
・
収
益
の
対
象
と
な
る
資
産
の

課
税
内
容
を
確
認
で
き
ま
す
。

平
成
18
年
度
分
の
閲
覧
開
始
日

４
月
３
日
㈪

閲
覧
で
き
る
人

納
税
義
務
者
（
所

有
者
）
と
そ
の
同
居
の
親
族
、
ま

た
は
借
地
人
・
借
家
人
　
な
ど

閲
覧
の
対
象

土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
各
固
定
資
産
課
税
台
帳
、

名
寄
帳

縦
覧
・
閲
覧
さ
れ
る
場
合
は
、
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
な
ど
を
提
示

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
縦
覧
・
閲
覧

で
き
る
人
の
条
件
や
、
本
人
確
認
の

方
法
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、

税
務
課
資
産
税
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
不
服
申
立
て
に
つ
い
て

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
価
格

が
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
日
（
３
月
末

日
）
か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受

け
た
日
の
後
60
日
の
間
に
、
彦
根
市

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
対
し

て
、
審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
資
産

税
係
☎
30-

６
１
３
８
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

「
障
害
基
礎
年
金
」
と
「
老
齢

厚
生
年
金
・
遺
族
厚
生
年
金
」

併
せ
て
受
給
で
き
ま
す

こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
人
は
、
老
齢
や
死
亡
を

支
給
の
理
由
と
す
る
厚
生
年
金
を
併

せ
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
４
月
か
ら
は
、
受
給
す
る

人
の
申
し
出
に
よ
り
、
併
せ
て
受
給

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
す
る

と
き
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
併
せ

て
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

障
害
基
礎
年
金
と
厚
生
年
金
を
併

せ
て
受
給
す
る
こ
と
で
年
金
額
が
高

く
な
る
人
で
、
す
で
に
両
方
の
年
金

の
請
求
が
済
ん
で
い
る
人
に
は
、
５

月
中
旬
に
「
お
知
ら
せ
」
と
「
年
金

選
択
申
出
書
」
が
社
会
保
険
業
務
セ

ン
タ
ー
か
ら
送
付
さ
れ
る
予
定
で

す
。

問
い
合
わ
せ
先

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０-

０
７-

１
１
６
５

番
、
彦
根
社
会
保
険
事
務
所
国
民

年
金
給
付
課
☎
23-

１
１
１
６
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番

保
険
料
の
納
付
が
な
い
と
き

財
産
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
相
当
程

度
の
所
得
や
資
産
が
あ
り
な
が
ら
、

長
期
に
わ
た
っ
て
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
に
応
じ
な
い
人
を
対
象
に
、

財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
を
含
め
た

強
制
的
な
処
分
（
強
制
徴
収
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
に
は
、
県
下
３
０
０
人
に

最
終
催
告
状
（
強
制
徴
収
を
行
う
に

あ
た
り
自
主
納
付
を
促
す
最
終
通

知
）
を
送
付
し
、
そ
れ
で
も
納
付
に

応
じ
な
か
っ
た
49
人
に
対
し
て
督
促

状
（
強
制
徴
収
の
開
始
通
知
）
を
送

付
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昨
年
４
月

と
７
月
に
、
合
わ
せ
て
３
人
の
財
産

（
預
金
）
を
差
し
押
さ
え
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
県
下
１
、５
５
１
人

に
最
終
催
告
状
を
送
付
し
、
１
月
20

日
現
在
で
１
９
５
人
に
督
促
状
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
保
険
料

の
納
付
に
応
じ
な
い
人
に
は
督
促
状

を
送
付
し
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
を

進
め
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
社
会
保
険
事

務
所
国
民
年
金
業
務
課
☎
23-

１

１
１
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３

８
番

公売の日時 ３月24日㈮ 10：30～

場　　　所 彦根市役所別館　２A会議室

公売財産 下の表のとおり

※売却区分１の物件を買うには、「買受適格証明書」の交付を受

けていることが必要です。

※公売を中止することがありますので、ご了承ください。

問い合わせ先 納税課☎30-6109、FAX22-3052

情報
掲示板

情報
掲示板
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犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射
の
実
施

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
登
録
と

注
射
は
飼
い
主
の
義
務
で
す
。
必
ず

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

対
象
と
な
る
犬

市
内
で
飼
わ
れ
て

い
る
生
後
91
日
以
上
の
犬

日
程
と
会
場

表
の
と
お
り

料
　
金

●
既
に
登
録
が
済
ん
で
い
る
犬

３
、２
０
０
円
（
狂
犬
病
予
防
注

射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
を

含
む
）

●
未
登
録
の
犬
　
６
、２
０
０
円

（
登
録
手
数
料
３
、０
０
０
円
、
狂

犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料

５
５
０
円
を
含
む
）

※
法
律
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
補
助

犬
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

※
会
場
は
混
雑
し
ま
す
。
料
金
は
、

釣
り
銭
の
い
ら
な
い
よ
う
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

お
願
い

⑴
既
に
登
録
が
済
ん
で
い
る
犬
の
飼

い
主
の
人
は
、
必
ず
犬
の
登
録
カ

ー
ド
（
愛
犬
カ
ー
ド
）
を
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
。

⑵
新
し
く
登
録
す
る
犬
の
飼
い
主
の

人
は
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

犬
の
名
前
と
生
年
月
日
、
オ
ス
・

メ
ス
の
別

を
書
い
た
メ
モ
を
持

っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

ご
協
力
を

ビ
ル
・
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

「
貯
水
槽
水
道
」
の
実
地
調
査

彦
根
市
で
は
、
安
全
で
良
質
な
水

道
水
の
供
給
に
努
め
て
い
ま
す
。
特

に
、
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
高

い
建
物
や
、
一
時
に
大
量
の
水
を
使

う
施
設
で
設
置
さ
れ
て
い
る
「
貯
水

槽
水
道
」
で
も
、
水
質
の
維
持
・
管

理
に
つ
い
て
、
管
理
者
の
皆
さ
ん
に

情
報
の
提
供
や
、
管
理
法
の
指
導
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
よ
り
徹
底

す
る
た
め
、
４
月
か
ら
、「
貯
水
槽

水
道
」
の
設
置
状
況
や
そ
の
水
質
に

つ
い
て
、
実
態
調
査
を
す
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

「
貯
水
槽
水
道
」
は
、
水
道
管
の

水
を
い
っ
た
ん
受
水
槽
に
た
め
、
こ

れ
を
屋
上
な
ど
の
高
架
水
槽
に
汲
み

上
げ
て
か
ら
利
用
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
う
ち
、
受
水
槽
が
10
㎥
以
下

の
も
の
を
「
小
規
模
受
水
槽
水
道
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
小
規
模
受
水
槽

水
道
は
、
平
成
13
年
に
水
道
法
が
改

正
さ
れ
る
ま
で
、
管
理
責
任
が
明
確

で
な
く
、
市
へ
の
設
置
の
届
け
出
も

い
ら
な
か
っ
た
た
め
、
設
置
の
状
況

が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
。今

回
の
調
査
は
、
こ
う
し
た
現
状

を
改
善
し
、
小
規
模
貯
水
槽
水
道
で

も
、
管
理
者
の
皆
さ
ん
に
適
切
な
維

持
・
管
理
を
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
必
要
な
事
項
を
調
べ
る
た
め
の

も
の
で
す
。
貯
水
槽
水
道
の
管
理
者

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

水
道
部
工
務

課
☎
30-

６
１
２
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

４
０
５
４
番

戦
没
者
の
妻
・
父
母
等
へ
の

特
別
給
付
金

請
求
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

対
象
《
支
給
内
容
》

①
平
成
15
年

10
月
31
日
に
最
終
償
還
を
迎
え
た

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

付
金
（
17
回
い
号
）
を
受
け
、
平

成
15
年
４
月
１
日
時
点
で
公
務
扶

助
料
等
の
年
金
受
給
権
の
あ
る
人

《
額
面
２
０
０
万
円
、
10
年
償
還

の
国
債
》

②
平
成
14
年
９
月
14

日
に
最
終
償
還
を
迎
え
た
戦
没
者

の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

（
19
回
い
号
）
を
受
け
、
平
成
15

年
４
月
１
日
時
点
で
公
務
扶
助
料

等
の
年
金
受
給
権
が
あ
り
、
平
成

15
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
氏
を

同
じ
く
す
る
子
も
孫
も
有
す
る
に

至
ら
な
か
っ
た
人
《
額
面
１
０
０

万
円
、
５
年
償
還
の
国
債
》

請
求
期
限

３
月
31
日
㈮

請
求
・
問
い
合
わ
せ
先

社
会

福
祉
課
☎
23-

９
５
９
０
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番

〈内容〉地元でとれる食材を使って、伝統食の昔ながらの料

理法を学びます 〈日程・料理内容〉 ４月22日㈯

たけのこご飯、ふきと生節の炊き合わせ、さやいんげんの

お浸し、ゆばの吸い物　 ５月27日㈯ 鯖
さば

そうめん、

ちらしずし、かしわ餅、青菜の煮浸し　※材料などの都合

により変更することがあります 〈時間〉いずれも9：30～

13：30 〈場所〉ひこね街なかプラザ（本町一丁目・四番町スク

エア）〈対象〉２回連続で参加できる人 〈定員〉20人（先着

順）〈参加費〉2,000円（２回分）と材料費 〈講師〉滋賀の

食事文化研究会会員 〈申込受付期間〉3月15日㈬～22日㈬

17：00 〈申込方法・問い合わせ先〉参加費を添えてひこね

街なかプラザ☎27-7755、FAX27-7766へ直接申し込
んでください

〈内容〉厚紙などを使い、実際に着られる甲
かっ

冑
ちゅう

を作ります

〈日時〉毎週水曜日、各日14：00～17：00、19：00～22：

00の２回開講 〈費用〉１回400円（別に材料費5,000円～

20,000円程度が必要です）〈申込方法・問い合わせ先〉ひ

こね「街の駅」☎27-2810（http://machinoeki.exblog.jp/

の「イベント・講座お申込み」からも申し込めます）

２回目

１回目

ひこね「街の駅」手作り甲冑実用講座

「湖国の伝統食」料理教室

「住んでいるだけで、元気になれるまち」を目指す「ひ

こね元気計画21」。健康づくりや健康づくりをしやすいま

ちづくりに関心があり、この計画を推進する活動に積極的

に参画していただける人を募集します。

活動の内容　「ひこね元気計画21」を推進するために編成

する４つのプロジェクトチーム「脂もの（摂り過ぎ予防）

チーム」「食べ過ぎ（予防）チーム」「ウォーキング・運動

チーム」「キャンペーンチーム」のうち、希望のチーム

に所属して、計画に基づいた取り組みを展開していただ

きます。

応募資格　市内在住で健康づくりや健康なまちづくりに関

心があり、おおむね月１回程度の会議に参加できる人

募集人数　若干人（応募者多数のときは選考します）

申込期限　３月29日㈬

申込方法・問い合わせ先 住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、応募の動機、希望のプロジェクトチーム名、健康

づくりに対する思いを書いて、郵送、ファクスのいずれ

かで 健康管理課（〒522-0041 平田町670）☎24-

0816、FAX24-5870へ。Eメールkenko@ma.city.

hikone.shiga.jpでも受け付けます。※収集した個人情報

は、委員の決定以外の目的に使用しません。

みんなが健康になるまちづくり

ひこね元気計画21
実行委員を募集します

▼
保
険
年
金
課
窓
口
（
同
④
番
窓
口
）

※
庁
舎
正
面
出
入
り
口
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
☎
30-

６
１
１
１
番
、

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

農
家
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

農
家
調
査
は
、
農
地
法
の
許
可
申

請
な
ど
の
審
査
や
、
農
業
行
政
関
係

の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す

る
調
査
で
す
。

今
年
も
４
月
１
日
現
在
に
お
け

る
、
農
地
の
利
用
状
況
と
生
産
調
整

計
画
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
ま

す
。農

地
を
所
有
、
ま
た
は
耕
作
し
て

い
る
人
は
、
配
付
さ
れ
る
調
査
票
に

記
入
の
う
え
、
４
月
６
日
㈭
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事

務
局
☎
30-

６
１
３
３
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番
、

農
林
水

産
課
☎
30-

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
24-

９
６
７
６
番

３
月
25
日
㈯
、

４
月
１
日
㈯
に
も

窓
口
業
務
を
行
い
ま
す

市
民
課
と

保
険
年
金
課
で

は
、毎
週
木
曜
日
に
時
間
を
延
長
し
、

午
後
７
時
ま
で
業
務
を
し
て
い
ま

す
。
３
月
と
４
月
は
そ
れ
に
加
え
、

１
回
ず
つ
土
曜
日
に
業
務
を
行
い
ま

す
。

窓
口
業
務
を
行
う
日
・
時
間

３
月
25
日
㈯
、
４
月
１
日
㈯

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

業
務
の
内
容

▼
住
民
票
や
戸
籍
な
ど
の
各
種
証
明

書
の
発
行
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
・
公
的
個
人
認
証
業
務
を
除

く
）

▼
転
出
届
や
転
居
届
な
ど
住
民
異
動

届
の
受
付
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
業
務
を
除
く
）

▼
戸
籍
届
の
受
付
（
受
付
の
み
で
、

受
理
は
し
ま
せ
ん
）

▼
印
鑑
登
録
の
受
付
と
印
鑑
登
録
証

明
書
の
発
行

▼
外
国
人
登
録
の
受
付
と
証
明
書
の

発
行

▼
国
民
健
康
保
険
、
老
人
保
健
、
福

祉
医
療
、
児
童
手
当
に
関
す
る
業

務
対
象
と
な
る
窓
口

▼
市
民
課
窓
口
（
市
役
所
１
階
③
番
窓

口
）

⑶
必
ず
犬
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き

る
人
が
連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

⑷
犬
の
体
を
清
潔
に
し
て
、
連
れ
て

き
て
く
だ
さ
い
。

⑸
体
調
が
悪
い
犬
は
、
か
か
り
つ
け

の
獣
医
師
に
相
談
し
て
か
ら
予
防

注
射
を
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

⑹
会
場
で
犬
が
ふ
ん
を
し
た
場
合

は
、
飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て
後

始
末
を
し
て
く
だ
さ
い
。

⑺
盲
導
犬
を
除
い
て
、
引
き
綱
は
必

ず
首
輪
に
つ
け
て
ご
来
場
く
だ
さ

い
。
ハ
ー
ネ
ス
（
首
輪
の
代
わ
り

に
つ
け
る
ベ
ル
ト
）
は
、
犬
が
暴

れ
て
外
れ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

健
康
管
理
課
☎

24-

０
８
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

５

８
７
０
番

情報
掲示板募　集

情報
掲示板
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情報
掲示板

利
用
者
負
担
は
１
割
に

負
担
の
上
限
額
も
設
け
ら
れ
ま
す

こ
れ
ま
で
、
身
体
障
害
、
知
的
障

害
、
精
神
障
害
の
あ
る
人
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の
制
度
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
新
し
い

制
度
で
は
、
障
害
の
種
類
に
か
か
わ

ら
ず
、
一
つ
の
制
度
で
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の
負
担

も
、
３
障
害
（
身
体
障
害
、
知
的
障

害
、
精
神
障
害
）
に
共
通
し
た
仕
組

み
と
な
り
ま
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

と
き
の
本
人
の
負
担
は
、
サ
ー
ビ
ス

の
費
用
の
１
割
に
な
り
ま
す
（
残
り

は
彦
根
市
な
ど
が
負
担
し
ま
す
）。

た
だ
し
、
一
定
額
以
上
負
担
し
な
く

て
も
い
い
よ
う
に
、
負
担
の
上
限
額

が
設
け
ら
れ
ま
す
。

上
限
額
は
、
利
用
者
本
人
の
世
帯

の
収
入
な
ど
に
応
じ
て
、
４
つ
の
区

分
か
ら
決
ま
り
ま
す
。
１
か
月
に
利

用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
量
に
か
か
わ
ら

ず
、
上
限
額
以
上
の
負
担
は
あ
り
ま

せ
ん
（
上
の
表
）。

上
限
額
は
世
帯
ご
と

一
つ
の
世
帯
で
２
人
以
上
が
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
に
負
担
が
増

え
過
ぎ
な
い
よ
う
、
一
定
の
額
を
超

え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
が
設

け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
る
人
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
も
利
用
し
た
と
き
も
、
同
様
の
制

度
で
実
際
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

低
所
得
の
人
に
配
慮
し
た

負
担
軽
減
制
度
も
あ
り
ま
す

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
費
用
、
食

費
・
光
熱
水
費
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
所
得
の
低
い
人
に
配
慮
し
た
負

担
軽
減
の
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
に
対
す
る
負
担

軽
減

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
に
応
じ
て
、
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

▼
施
設
を
利
用
し
た
と
き
の
食
費
・

光
熱
水
費
の
負
担
軽
減

原
則
は

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
で
所
得

が
低
い
人
に
対
す
る
負
担
軽
減
措

置
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
通
所
施

設
で
も
、平
成
21
年
３
月
ま
で
は
、

所
得
が
低
い
人
に
対
す
る
負
担
軽

減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

障
害
に
関
し
て

特
定
の
医
療
を
受
け
た
と
き
の

公
費
負
担
制
度
も
見
直
し

障
害
に
関
し
て
、
特
定
の
医
療
を

受
け
た
と
き
に
、
医
療
費
を
公
費
で

負
担
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、

医
療
の
内
容
に

よ
っ
て
、「
更

生
医
療
」、「
育

成
医
療
」、「
精

神
通
院
医
療
」
の
３
つ
の
制
度
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
回
の
制
度
の
改
正

に
よ
り
、「
自
立
支
援
医
療
」
と
い

う
１
つ
の
制
度
に
統
合
さ
れ
ま
す
。

本
人
の
負
担
額
は
、原
則
と
し
て
、

医
療
費
の
１
割
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
世
帯
の
所
得
な
ど
に
応
じ
て
、

１
月
あ
た
り
の
負
担
に
上
限
額
を
設

け
て
、
負
担
が
重
く
な
り
過
ぎ
な
い

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
所
得
を
判
断
す
る
と
き
の

世
帯
の
範
囲
は
、
住
民
基
本
台
帳
の

世
帯
で
な
く
、
原
則
と
し
て
同
じ
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
家
族
と
な

り
ま
す
。

精神科・心療内科に通院中で

精神通院医療費公費負担制度を

利用している皆さん

制度改正に伴う手続きが、
３月中に必要です

該当する人には、滋賀県から新しい制度

の適用を申請する手続きの案内通知が届い

ています。まだ手続きが済んでいない人は、

障害福祉課か、かかりつけの医療機関で

手続きをしてください。

手続きに必要なもの 申請書（ 障害福祉

課、各医療機関にもあります）、健康保

険証、印鑑、平成16年１月～12月の本

人の収入額が分かるもの（障害年金の証

書や振込通知書、源泉徴収票　など）

彦根市総合発展計画審議会
第3回全体会議
開催のお知らせ

彦根市総合発展計画「ひこね21世紀創造プ

ラン」の後期基本計画策定のための調査・審議

をする審議会の３回目の全体会議です。

日時 ３月27日㈪ 15：30～

場所 彦根勤労福祉会館（大東町）

議題 後期基本計画答申案について　など

傍聴席は10席程度あります。傍聴を希望す

るときは、当日、会場受付で申し出てください。

（希望者多数のときは、先着順とします。）

問い合わせ先

企画課☎30-6101、FAX22-1398
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健康管理だより

寺て
ら

村む
ら

友と
も

貴き

ち
ゃ
ん

︵
野
田
山
町
︶

寺て
ら

嶌し
ま

珀は
く

翔と

ち
ゃ
ん

︵
日
夏
町
︶

よ
し

田だ

果か

桜お

ち
ゃ
ん

︵
高
宮
町
︶
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※臨時の収集については、早めにお申し込み

ください。（臨時の収集は、原則として毎

週火・金曜日に実施します。）

※収集の状況によって、収集日は３日程度前

後することがありますが、ご了承ください。

※収集のときは、バケツ１杯の水をご用意く

ださい。

※駐車場での駐車時間は、30～40分間です。

4月前半

３日㈪

４日㈫

５日㈬

６日㈭

７日㈮

１０日㈪

１１日㈫

１２日㈬

１３日㈭

１４日㈮

幸、松原一丁目、松原二丁目、松原（四ッ川）、野田山、正法寺、
地蔵、原（原西団地）、西沼波（東部）、本町一丁目、本町二丁目、
本町三丁目、銀座、中央（第１・４部）、芹橋一丁目、芹橋二丁
目（河原二丁目の一部を含む）、三津

幸、芹、安清、外、里根、野田山、正法寺、地蔵、西今、平田
（大沢）、開出今蔵の町団地、八坂東団地、三津、海瀬

里根、外、戸賀、小泉、山之脇、開出今蔵の町団地、八坂東団地、
野瀬、西今、三津、海瀬

後三条（下）、芹川、馬場一丁目、馬場二丁目、長曽根、八坂北、
開出今団地（第１・３部）、大薮、開出今、西今、三津屋

中央（第２・３部）、立花、金亀、尾末、大藪、城町一丁目、城町
二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、池州、開出今、西今、三津屋

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、元、船、旭、中藪一丁目、
中藪二丁目、中藪、長曽根南、甘呂、宇尾、須越、開出今

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、佐和、大東、錦（第１
部）、和田、平田（大沢を除く）、甘呂、宇尾、須越、八坂

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、橋向、新、芹中、後三条
（上）、平田（大沢を除く）、甘呂、日夏、竹ケ鼻、八坂

平田（大沢を除く）、日夏、竹ケ鼻、亀山地区、稲枝（西）、服部、
出路、田原、稲部（稲部）

日夏、亀山地区、稲枝（西）、肥田（西肥田を除く）、上稲葉、下
稲葉、本庄、普光寺、薩摩、金沢（金沢団地）

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【４月前半】

図書館休館日 ３日(月)、１０日(月)

５日㈬

６日㈭

４日㈫

７日㈮

11日㈫

12日㈬

太 平 団 地
東 山 会 館
湖 上 平 団 地 堤 医 院 前

葛 籠 町 公 民 館
高 宮 地 域 文 化 セ ン タ ー
Ｂ Ｓ ア パ ー ト ２ 号 棟

宮 田 町 山 田 神 社
J A東びわこ鳥居本支店駐車場
鳥 居 本 高 根 団 地
小 野 こ ま ち 会 館

清 崎 町 ば ん ば
J A 東 び わ こ 本 店 前 駐 車 場
河 瀬 地 区 公 民 館

多 景 保 育 園 横
長 曽 根 町
彦 根 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 部

楡 公 民 館
昭 和 ア ル ミ 茂 賀 ハ イ ツ
広 　 野 　 会 　 館

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

13日㈭

鳥 居 本 地 区 公 民 館
小泉町百貨卸センター駐車場（東側）
東 沼 波 町 秋 葉 神 社
旭 森 地 区 公 民 館

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

４月前半

１4日㈮
J A 東 び わ こ 種 子 セ ン タ ー
滋 賀 観 光 バ ス 彦 根 営 業 所
オ ー ミ 緑 化 造 園

１３：２０
１４：１０
１５：００

日曜納税相談

納税課では、仕事などで平日お忙しい

皆さんのために、毎月１回「日曜納税相談

窓口」を設けて、納付や納税についての相

談を受け付けています。３月は次のとおり

ですので、どうぞご利用ください。

日　時 ３月26日㈰10：00～16：00

場　所 納税課（市役所２階）

問い合わせ先 同課☎22-1411（内線210）
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金
亀
公
園
と
荒
神
山
公
園
は
、
４

月
１
日
か
ら
、
指
定
管
理
者
制
度
が

導
入
さ
れ
、
指
定
管
理
者
が
施
設
の

管
理
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
４
月
１
日
以
降
に

お
け
る
、
両
公
園
の
施
設
の
使
用
の

受
付
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
に
変

更
し
ま
す
。

※
４
月
に
開
催
さ
れ
る
、
金
亀
公
園
、

荒
神
山
公
園
の
野
球
場
、
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
の
使
用
に
関
す
る
抽
選
会

は
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

※
６
月
使
用
分
以
降
の
抽
選
会

な
ど
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

指
定
管
理
者
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

（
指
定
管
理

者
）
高
木
・
技
研
・
昭
和

金
亀
・
荒
神
山
公
園
管
理

業
務
特
別
共
同
体
☎
21-

３

９
２
３
番

金
亀
公
園
施
設

施
設
の
種
類

野
球
場
・
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
・
多
目
的
競
技

場
・
野
外
ス
テ
ー
ジ

受
付
場
所

同
公
園
管
理
事
務

所
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
６
時
15
分

荒
神
山
公
園
施
設

施
設
の
種
類

野
球
場
・
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
・
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
場

受
付
場
所

同
公
園
管
理
事
務

所
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

400日前記念イベントが
開催されました

国宝・彦根城築城400年祭の開幕（平成19

年3月21日）の400日前となる2月14日、彦根

城二の丸駐車場で、400日前を記念するイベ

ントが開催されました。

イベントでは、甲冑
かっちゅう

武者や彦根鉄砲隊が勢

ぞろい。お祭り気分を盛り上げました。また、

城北幼稚園の園児や市内の大学生、観光客な

ど約500人が参加し、くす玉割りや鉄砲隊の

演武を楽しみました。この日、400年祭開催

までの日数を示すカウントダウンボードもお

披露目されました。

カウントダウンボードは、彦根城表門前、

市役所玄関、彦根商工会議所（中央町）、稲枝商

工会（稲部町）、彦根観光協会（尾末町）に設置

され、毎日、400年祭までの日数を表示して

います。

「国宝・彦根城築城400年祭」に関する問い合

わせ先 国宝・彦根城築城400年祭実行委員

会事務局（ 同祭推進室内）☎30-6141、

FAX22-1398、400th@ma.city.hikone.

shiga.jp

▲イベントが行われたのはバレンタインデー。
チョコレートも配られました

広報ひこね３月１日号表紙の「国

宝・彦根城築城400年祭」のロゴの

下に記載した日付けについて「2007.

3.21〜2008.11.25」とあるのは、

「2007.3.21〜11.25」の誤りでした。

また、表紙写真の説明文中、「対象」

とあるのは「対称」の誤りでした。

おわびして訂正します。

お
わ
び
と
訂
正


